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● 地域の身近な相談相手『民生委員・児童委員』

● 税の申告のお知らせ

● 男女共同参画だより⑦

● 老人医療費助成金支給制度からのお知らせ

● 乳幼児医療費助成金申請書提出時のお願い

　 広報

  しょうわ
Public Relations SHOWA Town

～平成17年『消防出初式』～

災害のない安心して暮せる 1 年であることを

願って穏やかな青空の下、新春恒例の『消防出

初式』が開催されました。

分列行進、本部ポンプ車及び各部小型ポンプに

よる一斉放水訓練が行われ、地域防災への思い

を新たにしました。

2月号

　　　　　　　　　　　　　　　　2005( 平成 17 年 )
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地 区 名 氏 名 住 所 電 話 番 号 備 考

西 条 一 区

花形　正子 西 条 5270 268-0075

小 林 　 一 西 条 4205 275-2559

桑原　久仁子 西 条 2466-1 275-2304

西 条 二 区

秋山　鶴子 西 条 4272-2 275-3253

井口　敦美 西 条 4299 275-2545

河西　秀吏 西 条 485 275-3311

室井　達雄 西 条 1956-18 275-3695

入倉　昌三 西 条 264-2 275-4747

望月　登志子 西 条 521-1 275-3825

田中　育也 西 条 601-6 275-3357 主任児童委員

清 水 新 居

保 坂 　 弘 清水新居 239-2 224-6884

今福　一紀 清水新居 420 224-6784

秋山　昌子 清水新居 1009 226-9739

長田　隆子 清水新居 373 222-2630

西 条 新 田

中澤　喜幸 西条新田 433-40 275-2165 会 長

　刀　有美子 西条新田 832 275-3283 副 会 長

加賀美美江子 西条新田 542-2 275-5776

押 越

有賀　惠藏 押 越 201 275-3181

山田　定幸 押 越 689 275-2556

畑野　純子 押 越 1645 275-3156

花形　ふさ子 押 越 638 275-3021 主任児童委員

河 東 中 島
志村　久美江 河東中島 1896 275-3106 副 会 長

遠藤　泰子 河東中島 1138-2 275-2106

紙 漉 阿 原

今村　美智子 紙漉阿原 89-12 275-2697

武井　啓吉 紙漉阿原 2308 275-4454

丹沢　英臣 紙漉阿原 2462 275-6195

築 地 新 居
中澤　孝造 築地新居 375 275-5700

田中　祥子 築地新居 629 275-3197

飯 喰
鷹 野 　 林 飯 喰 626-3 275-2563 副 会 長

清水　はるみ 飯 喰 936 275-2372

河 西

池田　定之 河 西 638-15 275-2384

小池　豊子 河 西 159-1 275-3345

秋山　正巳 河 西 1472 275-2093

金丸　千鶴 河 西 469 275-2753

上 河 東
岩村　敦子 上 河 東 405 275-2820

細田　征勇 上 河 東 459 275-2938

上河東二区

望月　潤ニ 上 河 東 543-59 275-3423

立川　聖子 上 河 東 543-53 275-7138

山田　節子 上 河 東 543-5 275-2136
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《昭和町民生委員地区別名簿》
（任期：平成 16 年 12 月 1 日～平成 19 年 11 月 30 日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（順不同・敬称略）
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相 談 日 対 象 地 区

2 月 16 日（水）

～

2 月 22 日（火）

西 条 一 区

西 条 二 区

清 水 新 居

2 月 23 日（水）

～

3 月 1  日（火）

西 条 新 田

押 越

河 東 中 島

3 月 2  日（水）

～

3 月 8  日（火）

紙 漉 阿 原

築 地 新 居

飯 喰

河 西

3 月  9  日（水）

～

3 月 15 日（火）

上 河 東

上 河 東 二 区

◆相 談 時 間　午前 9 時～午後 5 時

◆受 付 時 間　午前 8 時 30 分～ 11 時

　　 　 　 　　午後 1 時～ 4 時

　　 　 　 　　＊混雑の状況により、受付時間が繰  

　　　　 　 　 　り上がることがあります

◆相 談 場 所　役場庁舎 1 階ホール

◆問 合 せ　役場税務課

　　 　 　 　　（☎ 275-2111 内線 221・222）

＊本年は 3 月 6 日の日曜日に限り申告相談及び申

　告の受付を行います。地区の限定はありません。
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　いよいよ確定申告も間近となりましたが、自営業のみなさん、農家のみなさん、

申告の準備はもうお済みでしょうか？

　町では庁舎 1 階ホールで、2 月 16 日（水）から 3 月 15 日（火）まで申告相

談を行います。申告期間中は混雑を避けるため、地区別に申告相談日を設けてい

ます。また、本年は 3 月 6 日（日）に限り、相談及び申告書の受付を行います。

平日に申告できない方など、地区の限定はありませんのでご利用ください。

税の申告のお知らせ
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午後 1 時～ 4 時

南 ア ル プ ス 市
白 根 中 央 公 民 館

2 月 22 日（火）
午前 10 時～正午
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業者年金等）や小規模企業共済等掛金の領収
書または証明書

生命保険や損害保険の控除証明書など

本人名義の預貯金口座番号の分かるもの
（所得税の還付がある場合必要）

給 与 所 得 者 源泉徴収票（原本）または給与支払明細書

公的年金等受給者 源泉徴収票（原本）・互助年金計算書

事 業 所 得 者 仕入れ・売上の帳簿や必要経費の領収書

農 業 所 得 者 農業所得計算書・出荷証明書

上記以外の所得が
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は支払証明書（医療費通知は証明になりません）
及び保険などで補てんされた金額の明細書
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ようとする人 特定団体へ支出した寄付金の領収書

申告の時にお持ちいただくもの
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定
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�

5   広報　しょうわ　平成17.2.1



山
梨
県
退
職
消
防
団
員
報
償

　

山
梨
県
知
事　

金
杯

　

元
第
７
部
部
長　

紙
漉
阿
原　

望
月　

直
彦

　

元
第
10
部
部
長　

河　
　

西　

三
浦　
　

浩

峡
中
地
域
振
興
局
長
表
彰

　

本

部　

指
導
部
長　

田
中　

要
一

山
梨
県
消
防
協
会
長
表
彰

　

�
甲
種
功
労
章
�

　

本

部　

副

団

長　

尾
倉　

孝
男

　

�
乙
種
功
労
章
�

　

第

２

部　

部　
　

長　

古
屋　

正
樹

　

第 

10 

部　

部　
　

長　

宮
原　

正
人

　

第

５

部　

部　
　

長　

坂
本　

一
成

　

第

７

部　

部　
　

長　

上
條　

秀
章

　

第 

12 

部　

団　
　

員　

河
西　

洋
一

山
梨
県
消
防
協
会
甲
府
地
区
支
部
長
表
彰

　

第

３

部　

部　
　

長　

渡
辺　

一
博

　

第

８

部　

班　
　

長　

深
澤　

金
一

　

第

５

部　

団　
　

員　

三
神　

一
朗

南
甲
府
警
察
署
長
並
び
に
県
防
犯
協
会
南

甲
府
支
部
長
表
彰

　

第

８

部　

部　
　

長　

倉
本　

治
仁

　

第

１

部　

部　
　

長　

三
井　

浩
樹

　

第

６

部　

部　
　

長　

望
月　

英
俊

　

第

３

部　

団　
　

員　

幡
野　

政
彦

　

第

８

部　

団

員　

田
中　

愼
治

昭
和
町
長
表
彰

　

第 

11 

部　

部　
　

長　

細
田　
　

健

　

第

４

部　

部　
　

長　

永
野　

正
彦

　

第

９

部　

部　
　

長　

今
村　
　

忠

　

第 

12 

部　

部　
　

長　

渡
邉　

英
雄

　

第 

10 

部　

班　
　

長　

石
川　

一
彦

　

第

３

部　

班　
　

長　

中
込　

尚
男

　

第

１

部　

団　
　

員　

望
月　

生
治

20
年
勤
続
表
彰

　

本

部　

団　
　

長　

坂
本　
　

久

10
年
勤
続
表
彰

　

第 

10 

部　

部　
　

長　

宮
原　

正
人

　

第

５

部　

団　
　

員　

三
神　

一
朗

　

第

８

部　

団

員　

田
中　

愼
治

昭
和
町
消
防
団
長
表
彰

　

第

５

部　

班　
　

長　

有
賀　

賢
二

　

第

７

部　

班　
　

長　

田
中　

武
彦

　

第

２

部　

班　
　

長　

中
山　

和
則

　

第 

11 

部　

班　
　

長　

望
月　

幸
彦

　

第

１

部　

班　
　

長　

桑
原　

孝
一

　

第

４

部　

班

長　

藤
綱　

智
浩

　

第

６

部　

班　
　

長　

山
下　

弘
樹

　

第

９

部　

班　
　

長　

鷹
野　

利
仁

　

第 

12 

部　

班　
　

長　

植
松　
　

篤

５
年
勤
続
表
彰

　

第

５

部　

甲

要

員　

塩
澤　

政
博

　

第 

12 

部　

甲

要

員　

萩
元　

隆
晴

　

第

４

部　

甲

要

員　

赤
木　

直
孝

　

第

５

部　

乙

要

員　

浅
川　
　

格

　

第

５

部　

乙

要

員　

山
田　
　

学

　

第

７

部　

乙

要

員　

橋
本　

光
彦

　

第

９

部　

乙

要

員　

小
澤　
　

博

　

第 

11 

部　

乙

要

員　

細
田　

浩
司

　

第 

12 

部　

乙

要

員　

戸
倉　

秀
樹

　

第

２

部　

団　
　

員　

井
口　
　

正

　

第

２

部　

団　
　

員　

望
月　
　

弥

　

第

３

部　

団　
　

員　

笹
本　

孝
明

　

第 

10 

部　

団　
　

員　

田
中　

良
幸

団
長
特
別
表
彰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第

８

部

団
長
表
彰　

特
別
功
労
章

　

第

８

部　

団　
　

員　

故
近
藤　

大

平
成
17
年�

昭
和
町
消
防
出
初
式

　

１
月
10
日
�
月
�
午
前
９
時
よ
り
押
原
中
学
校
校
庭
に
お
い
て
�
新
年
恒
例
の
昭
和
町
消
防

出
初
式
が
挙
行
さ
れ
ま
し
た
�
訓
辞
や
表
彰
�
機
械
器
具
の
点
検
や
各
部
に
よ
る
小
型
ポ
ン
プ

及
び
本
部
ポ
ン
プ
車
に
よ
る
水
出
し
訓
練
が
行
わ
れ
�
日
ご
ろ
の
訓
練
の
成
果
を
発
揮
し
て
い

ま
し
た
�

各

種

表

彰

者

並

び

に

感

謝

状

贈

呈

者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
敬
称
略
�

広報　しょうわ　平成17.2.1   6



女
ひと

と男
ひと

とが築きあげる21世紀のまちづくり

　　　　　　　　　　　　　昭和町男女共同参画推進だより⑦
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�
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は
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る
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て
�

募
集
・
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ら
�
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・
退
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・
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至
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の
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理
の
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テ
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性
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別
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禁
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て
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�
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迫
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感
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仕
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迷
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催
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�
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�
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多
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�
�
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�
�
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�
�
�
�
�
�
�
�
�
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�
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11
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力
�
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潮
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�
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�
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�
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�
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�
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�
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近
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�
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�
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�
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�
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�
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�
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�
�
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齢
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起
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仲
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�
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�
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分
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動
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律
�
�
�
�
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�
�
�
�
思
�
�
�
�
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平成 17 年 3 月 31 日まで

町内に住所のある方で医療保険に加入している方のうち、

① 68・69 歳の方

② 65 ～ 67 歳の一人暮らしの方（町内に 1 親等の血族及び配偶者

　のいない方）で、所得が一定の基準額以下の方。

＊老人保健で医療を受けられる方は除きます。

平成 17 年 4 月 1 日から

町内に住所のある方で医療保険に加入している方のうち、68・69

歳の方で、同じ世帯の全員が市町村民税非課税の方。

＊老人保健で医療を受けられる方は除きます。

ただし、平成 17 年 3 月 31 日までに対象者と認められた受給者証

の交付を受けた方については、現行制度の要件を満たしている間

は、70 歳まで助成を受けることができます。

＊助成の内容については、これまでと変更はありません。

　受給者証の交付申請や助成金の請求等、窓口で受付けております。

問合せは、役場町民窓口課老人保健担当（☎ 275-2111 内線 300）まで

�
�

老
人
医
療
費
助
成
金

�
�
�
�
�
�
�

支
給
制
度
�
�
�
�
知
�
�

�

一
定
�
年
齢
�
�
�
高
齢
�
方
�
医
療
�
受
�
�
�
�
�
自
己
負
担
額
�
関
�
�
助
成

制
度
�
�
�
�
�
来
年
度
�
�
対
象
�
�
�
方
�
要
件
�
次
�
�
�
�
変
�
�
�
�

《現行制度》

《新制度》

⬇
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対象乳幼児

◆ 0 歳から 5 歳未満の乳幼児◆ …………… 通院
　＊ 5 歳の誕生日の前日の月までが対象です

　＊ 1 日生まれのお子さんは前月末日までが対象です

◆ 0 歳から小学校入学前まで◆ …………… 入院
　＊未就学児

　＊ 6 歳の誕生日以後の 3 月診療分までが対象です

請求の手順
＊町では、上記の年齢の期間に医療機関で支払った医療費（健康保険対象分のみで、自費や健康保

　険対象外は除く）を乳幼児医療費助成金として支給しています。

＊助成金請求書は必要事項（住所・氏名・電話番号・受給者番号・加入保険証内容等）を記入し、

　医療機関ごとにひと月分の証明を受けた証明書、または使用可能な領収書を月ごと、医療機関ご

　とに分けて、助成金請求書の裏に添付し役場町民窓口課に提出してください。

＊初めて請求書を提出する時は、「乳幼児医療費助成金口座指定届」を添付してください。

＊医療機関の証明を受けた請求書については問題ありませんが、領収書を添付した請求書は様々な

　間違いが見受けられます。この場合、町では受理することができませんので下記の注意内容をよ

　く読んでいただき、間違いのないよう提出をお願いします。

注意してください
＊診療月の翌月の 10 日以降でないと前月分の提出はできま

　せん。

＊領収書は月ごと、医療機関ごとにひとつにまとめてくだ

　さい。

＊使用可能な領収書は、最低でも受診日・受診者名・診療

　点数の記載のあるものに限ります。

＊高額の入院費がかかった時、高額療養費・付加給付費の

　対象となる場合がございます。対象者には申請の手順のことで役場から連絡が行くことがあります。

　また、その場合は支払までに多少日数がかかりますのでご了承ください。

＊請求できる期間は、診療月から 2年以内です。

＊通院分は、5歳になった翌月から助成対象となりませんのでご注意ください。（返送扱いとなります。）

問合せは、役場町民窓口課乳幼児医療費助成金担当（☎ 275-2111 内線 300）まで

乳幼児医療費助成金
申請書提出時のお願い
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一
瀬
さ
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は
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町
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郡
の
老
人
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ラ
ブ
連
合
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の
会
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と
し
て
老

人
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に
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人
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ラ
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に
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。
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に
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。
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梨
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セ
ン
タ
ー
所
長
と
し
て
点
字
図

書
の
充
実
、
点
字
の
技
術
指
導
等

に
熱
心
に
取
り
組
み
視
覚
障
害
者

の
情
報
保
障
に
尽
力
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
学
校
等
に
お
い
て
福
祉

講
話
を
実
施
し
視
覚
障
害
者
へ
の

理
解
を
促
進
す
る
な
ど
、
障
害
者

福
祉
の
向
上
に
尽
く
し
た
功
績
が

認
め
ら
れ
て
、
県
政
功
績
者
と
し

て
表
彰
さ
れ
ま
し
た
。

一
いちのせ

瀬　金
きんぞう

造さん
（河東中島）

花
はながた

形　幹
もとお

雄さん
（押　　越）

�

県
政
功
績
者
表
彰
�

�
�
�
�
�
�

受
賞
�
�
�
�
�

　

県
政
の
社
会
福
祉
に
お
け
る
功
績
が
顕
著
で
あ
る
と
し
て
�
一
瀬
金

造
さ
ん
と
花
形
幹
雄
さ
ん
が
�
�
平
成
16
年
度
県
政
功
績
者
表
彰
�
を
受

賞
さ
れ
ま
し
た
�
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上
河
東
在
住
の
小こ

ま
つ松

勝ま
さ
るさ

ん

（
町
体
育
指
導
委
員
）
は
、
平
成

16
年
11
月
18
・
19
日
に
姫
路
市

で
開
催
さ
れ
た
「
第
45
回
全
国

体
育
指
導
委
員
研
究
協
議
会
」

に
お
い
て
、
長
年
に
わ
た
り
社

会
体
育
発
展
に
尽
力
し
た
功
績

が
評
価
さ
れ
、
体
育
功
労
賞
を
受
賞
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
小
松
さ
ん
は
町
だ
け
で
は
な
く
、
中
巨
摩
地
区
体
育
指
導
委
員
協

議
会
会
長
・
県
体
育
指
導
委
員
協
議
会
常
任
理
事
を
現
在
も
兼
任
し
て
い
ま

す
。
今
後
と
も
社
会
体
育
発
展
に
ご
活
躍
く
だ
さ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

 
全
国
体
育
指
導
委
員
連
合
表
彰

 

�
体
育
功
労
賞
�
�
受
賞
�
�
�
�
�

　　　　行財政改革ノススメ　No 2

昭和町の行財政改革の進め方

　地方分権に対応した「まちづくり」を進め、住民サービスを今まで以上に向上させるためには、すべて

の事務や事業のあり方を検討し、目的を果たした事業や、時代に見合わない制度などは改革を進め、縮小

や統合、凍結や廃止とし、新たなサービスに転換することが必要です。

　しかし、行財政改革は住民のみなさんの生活に影響を及ぼすものも少なくありません。まちでは、皆さ

んの声をお聞きしながら、住みよさが実感できる行政サービスの提供を目指して行財政改革を進めてまい

ります。

　推進します！

　＊住民の視点に立ったサービス

　＊住民と共に歩むまちづくり

　一緒に考えます！

　＊住民と行政との協働

　＊開かれた情報公開

　無駄を省きます！

　＊効果的で効率の良い行財政運営

　＊コスト意識を持った行政運営

　推進します！

　＊事務事業の見直し

　＊組織機構の見直し

　＊職員の意識改革

　＊財源強化対策

【目　標】

住民のための
行財政改革の

実　　現

　これから平成 17 年度を通して、

補助金や使用料・手数料、保育料や

保険料などの受益者負担金の一つ一

つを見直して、行財政改革審議会や

住民のみなさんの意見をお聞きしな

がら改革を推進します。

　進捗状況など、今後も幅広く情

報をみなさまに提供して参りますの

で、ご理解ご協力をお願いします。

　ご意見は…役場政策法制課（☎

275-2111 内線 287・288）まで

　

西
条
一
区
在
住
の
藤ふ

じ
は
ら原

進す
す
むさ

ん
は
、
自
衛
官
募
集
相
談
員
と

し
て
、
長
年
に
わ
た
り
自
衛
隊

の
募
集
広
報
に
大
き
く
貢
献
し

た
功
績
が
認
め
ら
れ
、
東
部
方

面
総
監
感
謝
状
を
受
賞
さ
れ
ま

し
た
。

　

ま
た
、
巨
摩
地
区
自
衛
官
募
集
相
談
員
連
絡
会
副
会
長
、
ボ
ー
イ
ス
カ
ウ

ト
甲
府
第
３
ベ
ン
チ
ャ
ー
隊
長
と
し
て
も
ご
活
躍
し
て
い
ま
す
。

 

自
衛
隊
東
部
方
面
総
監
感
謝
状
�

�
�
�
�
�
�
�

 

受
賞
�
�
�
�
�
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★薬物依存

山梨大学医学部附属病院　薬剤部

副部長　鈴木　正彦

　

薬
物
依
存
症
は
�
覚
醒
剤
や
シ
ン
ナ
�

を
始
め
と
し
て
鎮
痛
薬
�
咳
止
め
薬
�
睡

眠
薬
�
精
神
安
定
剤
な
ど
広
範
囲
の
薬
品

で
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
�
近
年
�
若
年
者

に
お
け
る
覚
醒
剤
を
含
め
た
薬
物
依
存

症
が
増
加
し
て
お
り
�
こ
の
原
因
と
し
て

若
年
層
の
生
活
の
変
化
に
伴
う
若
年
層

の
価
値
観
の
変
化
�
薬
物
へ
の
自
制
心
の

低
下
お
よ
び
薬
物
入
手
方
法
の
容
易
化

が
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
�

　

一
時
期
�
ヤ
マ
ン
バ
フ
�
�
シ
�
ン

が
�
似
合
う
似
合
わ
な
い
で
は
な
く
�
進

ん
で
る
�
と
い
う
感
覚
で
多
く
の
若
者

の
間
で
�
は
し
か
�
の
よ
う
に
流
行
し
ま

し
た
�
理
屈
よ
り
感
覚
を
重
視
す
る
若

者
を
タ
�
ゲ
�
ト
と
し
て
�
実
態
は
覚

醒
剤
で
あ
�
て
も
名
称
を
�
フ
�
�
シ
�

ン
ド
ラ
�
グ
�
や
�
ス
ピ
�
ド
�
な
ど

�
格
好
よ
さ
�
や
�
一
歩
先
を
行
く
感
覚
�

を
イ
メ
�
ジ
さ
せ
る
も
の
に
変
化
さ
せ

て
�
薬
物
に
対
す
る
抵
抗
感
を
ヤ
マ
ン
バ

フ
�
�
シ
�
ン
程
度
に
ま
で
引
き
下
げ
�

さ
ら
に
�
�
パ
�
テ
�
�
ド
ラ
�
グ
�
と

称
し
て
パ
�
テ
�
�
や
合
コ
ン
な
ど
で

雰
囲
気
を
盛
り
上
げ
る
ツ
�
ル
と
し
て

使
用
さ
せ
�
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
薬

物
依
存
症
に
引
き
込
ん
で
い
る
例
も
報

告
さ
れ
て
い
ま
す
�

　

ま
た
�
覚
醒
剤
を
使
用
し
逮
捕
さ
れ

た
芸
能
人
が
�
離
脱
ま
で
の
苦
労
が
語
ら

れ
る
こ
と
な
く
短
期
間
の
う
ち
に
マ
ス

メ
デ
�
ア
に
再
び
登
場
し
�
何
も
な
か
�

た
が
如
く
ス
ポ
�
ト
ラ
イ
ト
を
浴
び
て

い
る
こ
と
も
薬
物
使
用
の
罪
悪
感
や
恐

怖
感
を
低
く
さ
せ
て
い
る
一
因
と
も
考

え
ら
れ
て
い
ま
す
�

　

さ
ら
に
携
帯
電
話
や
イ
ン
タ
�
ネ
�

ト
の
普
及
に
よ
り
小
学
生
が
テ
レ
ク
ラ

遊
び
を
す
る
よ
う
に
�
ま
た
ポ
ル
ノ
サ
イ

ト
に
ア
ク
セ
ス
す
る
よ
う
に
�
こ
れ
ま
で

一
般
人
に
は
垣
根
の
高
か
�
た
い
わ
ゆ

る
危
険
な
情
報
に
対
し
て
誰
も
が
秘
密

裏
に
簡
単
に
接
触
可
能
と
な
�
て
い
ま

す
�
し
か
も
こ
の
情
報
は
恣
意
的
に
危
険

性
を
伏
せ
て
提
供
さ
れ
る
の
で
す
�

　

一
方
で
地
域
お
よ
び
社
会
か
ら
孤
立

し
�
価
値
観
を
同
一
に
す
る
仲
間
と
し

か
コ
ミ
�
ニ
ケ
�
シ
�
ン
を
取
ら
な
い

若
者
グ
ル
�
プ
に
お
い
て
は
�
グ
ル
�
プ

の
常
識
が
社
会
の
常
識
と
し
て
存
在
し
�

興
味
や
誘
惑
が
恐
怖
感
や
罪
悪
感
を
凌

駕
し
易
い
状
況
と
な
り
�
�
一
度
だ
け
な

ら
�
と
一
旦
垣
根
を
越
え
る
と
�
陶
酔
感

を
抑
え
き
れ
な
く
な
り
�
前
も
大
丈
夫

健 康

みなさんの

だ
�
た
�
と
か
�
い
つ
で
も
や
め
ら
れ
る
�

な
ど
と
薬
物
依
存
に
対
す
る
認
識
を
持

て
な
く
な
り
依
存
症
と
な
る
こ
と
が
報

告
さ
れ
て
い
ま
す
�

　

不
登
校
の
児
童
に
�
学
校
に
行
か
な
い

と
い
い
会
社
に
入
れ
な
い
し
将
来
困
る

よ
�
と
諭
し
て
登
校
を
促
し
て
も
意
味
が

な
い
よ
う
に
�
価
値
観
の
異
な
る
グ
ル
�

プ
に
ス
タ
ン
ス
を
置
く
若
者
に
身
体
へ

の
悪
影
響
や
世
間
体
に
つ
い
て
語
�
て

も
受
け
入
れ
て
は
も
ら
え
ま
せ
ん
�

　

薬
物
依
存
に
追
い
込
ま
な
い
た
め
に

は
�
グ
ル
�
プ
か
ら
強
引
に
社
会
に
引
き

ず
り
出
す
の
で
は
な
く
�
若
者
が
自
主
的

に
地
域
社
会
と
の
関
わ
り
を
大
事
に
し

よ
う
と
す
る
心
や
価
値
観
を
育
む
よ
う

に
�
ま
た
�
若
者
を
小
さ
な
グ
ル
�
プ
に

追
い
込
ま
な
い
よ
う
に
�
地
域
全
体
が
見

守
り
・
努
力
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
�

　

し
か
し
�
一
度
依
存
症
と
な
�
た
場
合

に
は
�
そ
こ
か
ら
の
脱
却
は
極
め
て
困
難

で
す
�
家
族
や
友
人
が
薬
物
依
存
者
を
家

の
中
に
閉
じ
こ
め
た
り
�
自
分
た
ち
で

解
決
し
よ
う
と
必
要
以
上
に
関
わ
る
と
�

関
与
す
る
人
達
の
生
活
が
依
存
者
を
中

心
と
し
て
成
立
す
る
�
共
依
存
�
と
言
わ

れ
る
状
態
と
な
り
�
結
果
と
し
て
人
間
関

係
の
悪
化
を
招
き
治
療
に
悪
影
響
を
及

ぼ
す
と
さ
れ
て
い
ま
す
�
依
存
症
が
判
明

し
た
場
合
に
は
�
迷
わ
ず
専
門
家
に
相
談

し
て
く
だ
さ
い
�

　
　
　
　

企
画　

財
団
法
人　

里
仁
会

①
嫡
出
で
な
い
子
の
出
生
届

　

嫡
出
で
な
い
子
の
出
生
届
提
出

　

の
場
合
、
戸
籍
の
父
母
と
の
続

　

き
柄
欄
に
は
、
母
が
分
娩
し
た

　

嫡
出
で
な
い
子
の
出
生
の
順
に

　
「
長
男
（
二
男
）」、「
長
女
（
二
女
）」

　

等
と
記
載
し
ま
す
。

②
す
で
に
戸
籍
に
記
載
さ
れ
て
い

　

る
嫡
出
で
な
い
子
の
続
柄
欄

　

す
で
に
戸
籍
に
記
載
さ
れ
て
い

　

る
嫡
出
で
な
い
子
に
つ
い
て
は
、

　

申
出
を
す
る
こ
と
に
よ
り
父
母

　

と
の
続
柄
欄
の
「
男
」
ま
た
は

　
「
女
」の
記
載
を「
長
男（
二
男
）」、

　
「
長
女
（
二
女
）」
等
に
改
め
る

　

こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
戸

　

籍
の
続
柄
欄
の
記
載
を
改
め
た

　

事
実
を
残
さ
な
い
よ
う
に
、
申

　

出
に
よ
り
戸
籍
の
再
製
を
す
る

　

こ
と
が
で
き
ま
す
。

③
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
方

　

㋐
事
件
本
人
（
本
人
が
15
歳
未

　
　

満
の
と
き
は
、
法
定
代
理
人
）

　

㋑
母
（
本
人
が
15
歳
以
上
の
場

　
　

合
で
、
母
が
本
人
の
現
在
戸

　
　

籍
に
在
籍
す
る
と
き
、
ま
た

　
　

は
在
籍
し
て
い
た
と
き
に
限

　
　

る
。）

④
申
出
は
�
事
件
本
人
の
本
籍
地

　

の
市
区
町
村
長
に
対
し
行
う

◆
詳
し
く
は
�

　

甲
府
地
方
法
務
局
戸
籍
課

　
（
☎
２
５
２―

７
１
７
６
）

　

役
場
町
民
窓
口
課
町
民
係

　
（
☎
２
７
５―

２
１
１
１
内
線
３
０
５
）

　

に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

戸
籍
�
�
�
�
嫡
出
�
�
�
子
�
父
母
�
�

続
柄
欄
�
記
載
�
変
更
�
�
�
��
�
�
�

　

平
成
16
年
11
月
1
日
か
ら
�
戸
籍
に
お
け
る
嫡
ち
�
く
し
�
つ

出
で
な
い
子
�
法
律

上
の
婚
姻
関
係
に
な
い
男
女
の
間
か
ら
生
ま
れ
た
子
�
の
父
母
と
の
続

柄
欄
の
記
載
等
が
�
次
の
と
お
り
変
更
さ
れ
ま
し
た
�

広報　しょうわ　平成17.2.1   12



ＨＥＡＬＴＨ　ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ　ＣＯＲＮＥＲ

保健・健康に関する問合せは役場いきいき健康課健康増進係
　　　　　　　　　　　　　 （☎ 275-2111　内線 252・253）

みんなの健康

ハビリ教室

対 象 者　町内に住む身体に障害をお持ちの人

　 　　（脳血管疾患後遺症・整形外科疾患）

訓練会場　総合会館　機能訓練室

　 　　（会場まで車での送迎をいたします。）

訓練日程　2 月 1 日（火）・10 日（木）・16 日（水）・23 日（水）

児健康診査

実施日 該当児 受付時間

2 月 24 日

（木）

平成 16 年   4 月生まれ 午後１時～１時 15 分

平成 16 年 10 月生まれ 午後 2 時～ 2 時 15 分

乳

リ

1 歳 6 か月児健康診査
実 施 日　2 月 9 日（水）　

受付時間　午後 1 時 15 分～ 1 時 45 分

場 所　総合会館

該 当 児　平成 15 年 6 月～平成 15 年 7 月生まれのお

　 　　子さん及び前回未受診のお子さん

持 ち 物　母子手帳・1 歳 6 か月児健康質問票・健康保険証・

　　　　　印鑑

子手帳交付及び一般健康相談

日 時　2 月   8 日（火）　午前 9 時～ 11 時 30 分

　　　   　2 月 18 日（金）　午後 1 時 30 分～ 4 時

　　　　　2 月 23 日（水）　午前 9 時～ 11 時 30 分

場 所　総合会館

＊母子手帳の交付を希望される人は、印鑑をお持ちください。

＊予防接種についてのご相談も受付けています。

＊一般健康相談は 40 歳以上の人を対象に血圧測定、尿検査、

　栄養相談などを行います。また、乳幼児の身体計測も行い

　ます。

＊子宮がん検診のお申込みを受付けています。印鑑をお持ち

　ください。今年度の申込み・受診は、2 月いっぱいです。

　来年度の申込みは、4 月からです。

母

児教室

実 施 日　2 月 25 日（金）

受付時間　午前 9 時 45 分～ 10 時

場 所　総合会館

該 当 児　平成 16 年 11 月生まれのお子さん

持 ち 物　母子手帳・筆記用具・バスタオル

＊乳幼児健診及び予防接種の説明と予診票等の配布

育

場　　所　総合会館

持 ち 物　母子手帳・健康保険証・印鑑・筆記用具・バス

　　　　　タオル

ベルクリン反応検査とＢＣＧ接種

日 時　

場 所　総合会館　保健センター

対 象 児　・平成 16 年 6 月～平成 16 年 10 月生まれのお子さん

　 　 　　・4 歳未満でＢＣＧを未接種のお子さん

　　　　　・対象者には通知をいたします。

持 ち 物　母子手帳・予診票

＊広報 1 月号でもお知らせいたしましたが、平成 17 年 4 月

　1 日からＢＣＧ接種の対象年齢が、現在の 4 歳未満から生

　後 6 か月未満に引き下げられます。

＊ 4 歳未満のお子さんは今回が公費負担で受けられる最後の

　機会となります。

＊ 4 月から生後 6 か月以上のお子さんは任意接種（自費負担）

　になりますので、この機会に接種するようおすすめします。

＊他の予防接種を計画しているお子さんは、予防接種の間隔

　にご注意ください。（下記参照）

ツ
ツベルクリン接種 判定・ＢＣＧ接種

2 月 15 日（火） 2 月 17 日（木）

受付時間　午後 1 時～ 1 時 45 分

と子のすくすく相談室

～子育て中のお母さんを応援します～

日時（会場）　2 月   7 日（月）　午前 10 時～正午（総合会館）

　　　　　2 月 21 日（月）　午前 10 時～正午（押原児童館）

対 象 者　昭和町にお住まいの子育て中のお母さん

＊保健師がご相談をお受けします。育児についての悩みや不

　安がありましたら、お気軽にお出かけください。

＊総合会館で実施する日にはお子さんの身体計測も行います。

母

防接種の間隔に注意しましょう

生 ワ ク チ ン

ポリオ、麻しん、風しん、

おたふくかぜ、水痘

不 活 化 ワ ク チ ン

三種混合、二種混合、ジ

フテリア、破傷風、日本

脳炎、インフルエンザ、

Ｂ型肝炎

を接種すると、4 週以上の間隔

をあけないと、ＢＣＧは接種で

きません。

を接種すると、1 週以上の間隔

をあけないと、ＢＣＧは接種で

きません。

予
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